
1．は　じ　め　に

　農村地域の過疎化・高齢化の進展，農業後継者不足
等により，農業の担い手が不足し，引き受け手のいな
い農地が耕作放棄地化しつつある．また，農村地域で
は，地方経済が停滞する中で，雇用の場の確保が難し
くなっている．こうした状況を受けて，障害者福祉に
たずさわる社会福祉法人（註 1）や NPO 法人（註 2）

（本稿では，以下，両者合わせて「社会福祉法人等」

という）が農業に本格的に進出してきており，なかに
は 30 ha を超える経営規模の法人も出現している（註
3）．そして，近年は，これに障害者を雇用する特例子
会社も続いており，農業分野に進出している特例子会
社数は 2013 年 5 月末時点で確認できただけで 22 社

（註 4）となっている．
　特例子会社は 1987 年に法制化された制度であるが，
これは，1976 年に企業に対する障害者雇用が義務化
されたものの（註 5），法定雇用率 1.6％ を達成する企
業の増加率が伸び悩んだことが契機となっている．特
例子会社とは，ⅰ）雇用される身体障害者および知的
障害者が 5 人以上で，かつ，全従業員に占める割合が
20％ 以上であること，ⅱ）障害者のための施設の改
善，専任の指導員の配置の実施等により障害者の雇用
管理を適性に行うに足りる能力を有していること等の
一定の要件を満たすと厚生労働省から認定された会社
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のことで，特例子会社で雇用された障害者を親会社グ
ループの障害者雇用の実績としてカウントすることが
できる．この制度の導入に伴い，数多くの障害者を雇
用することを目的とした特例子会社の設立が進み，こ
れらによる障害者雇用も増加してきている（2012 年 6
月現在 11,892 人（註 6））．そして，近年，障害者雇用
の主役が中小企業から大企業にシフトしつつあるが

（註 7），その背景の 1 つとして，大企業が設立する特
例子会社の増加がある（註 8）．
　特例子会社の農業分野への進出は，社会福祉法人等
よりも日が浅いものの，ⅰ）経済情勢等を反映して障
害者が行える企業の下請作業等が減少し続けているこ
と，ⅱ）農村における過疎化・高齢化を背景に農地の
引き受け手を求める動きが増加すると考えられること，
ⅲ）今なお法定雇用率を達成する企業は半数弱（2013
年 6 月現在 43％（註 9））を占めるに過ぎない中で，
2013 年度より法定雇用率が 1.8％ から 2％ に引き上げ
られたこと，ⅳ）2013 年 6 月に障害者雇用促進法が
改正され 2018 年度から精神障害者の雇用が義務化さ
れること等から，今後，特例子会社の農業分野への進
出が増加する可能性が高い．
　こうした状況を踏まえれば，現段階において，今後，
農業分野に新たに進出してくる特例子会社が，将来，

地域の障害者や健常者の雇用の場として機能するだけ
でなく，農業の担い手となり得るのかを明らかしてお
くことは，地域農業や農村コミュニティにとって重要
な研究課題といえる．
　しかしながら，農業分野における障害者就労に関す
る研究は，先行研究が少しずつ増えてはいるものの，
障害者の職域拡大という福祉の観点から，障害者が農
家等で働くための就労支援の在り方を明らかにするこ
とを目的とした研究が多い（註 10）．そして，社会福
祉法人等，特例子会社による農業分野への進出に関す
る研究としては，障害者を雇用している酪農経営の事
例分析から農業分野における障害者の雇用促進のため
の課題を整理した大澤（2010），事例調査から就農形
態を類型化した濱田（2010b），農業と障害者福祉の
課題を踏まえた事例分析から，障害者の農業分野にお
ける就労の可能性を考察した濱田（2012），社会福祉
法人等の農業分野への進出状況の全体像を明らかにす
ることを目的に，既存データの整理と農業分野に本格
的に進出している社会福祉法人等の事例の比較分析か
ら今後の課題を抽出した飯田ら（2011）等があるが，
その数はまだ少ない．そして，飯田ら（2011）の研究
成果では，地域農業の担い手となっている社会福祉法
人等の事例（註 11）があることが明らかになってい

13農業分野に本格進出した特例子会社の実態と課題

（註 1）　生活保護や児童福祉，老人福祉，障害者福祉等の社会福祉事業を行うことを目的として，社会福祉法に基づい
て設立された法人．本稿では，障害者総合支援法ならびに旧法に基づいて，障害者の就労支援等を行っている社会福
祉法人を指す．

（註 2）　指定された特定分野において，ボランティア活動や市民が行う自由な社会貢献活動を行う団体に付与される法
人格．特定非営利活動促進法に基づいて設立される法人．本稿では，障害者福祉に関する社会福祉事業を行う特定非
営利活動法人を指す．

（註 3）　飯田ら（2011）を参照．
（註 4）　筆者らが，「特例子会社一覧」（2013 年 5 月末現在）に掲載されている 378 社について，インターネット検索に

より調査した数値．事業内容が不明だった 20 数社については含めていない．
（註 5）　1976 年の身体障害者雇用促進法（翌年「障害者雇用促進法」に改正）により，従業員の 1.6％ 以上（法定雇用

率）の身体障害者雇用が義務化されている．その後，1987 年の改正により，法律の対象が知的障害者，精神障害者
にも拡大され，1998 年の改正により，知的障害者の雇用も義務化され，法定雇用率も 1.8％ に引き上げられた．

（註 6）　重度障害者をダブルカウントしていない実人員数である．
（註 7）　中島（2011：203─206）を参照．
（註 8）　大企業による設立が多い理由としては，ⅰ）社内だけでは法定雇用率を超える障害者の働き場所を確保しきれ

ない場合に特例子会社を設立することで，まとまった数の障害者の雇用を行うことができること，ⅱ）法定雇用率を
達成できない企業から納付金を徴収する障害者雇用納付金制度の対象が常用労働者 201 人以上の企業に限定されてい
ること，ⅲ）法定雇用率を達成できていない企業として企業名を公表されることを大企業が嫌うこと，ⅳ）CSR 活
動として障害者雇用に取り組める体力が大企業にはあること等が考えられる．

（註 9）　厚生労働省（2013c）を参照．
（註 10）　飯田ら（2011）を参照．
（註 11）　30 ha を超える経営規模の法人も出現していることが紹介されており，このほか，筆者によって，近年，長野

県小布施町，新潟県長岡市で認定農業者となった社会福祉法人等があることが把握されている．



るものの，特例子会社の農業分野への進出については，
高齢・障害者支援機構（2009），濱田（2010a, 2010b）
で事例として紹介される状況にとどまっている．この
ように，農業分野に進出してきている特例子会社につ
いて，その経営体としての能力を測り，農業の担い手
としての可能性について考察した研究は行われていな
い．そうした研究がまだ行われていなかった理由とし
ては，特例子会社の農業分野への進出が本格化したの
が 2005 年以降ということもあると考えられる．実際
に，農業分野に進出してきた前述の 22 社の特例子会
社の経営における農業の位置付けをみると，2000 年
代前半までは，色々な作業を行う中で農作業も行う会
社が多かったのが，2005 年以降は，農業を経営の中
心に据えた新たなタイプの会社の増加が著しくなって
いる（第 1 図）．
　そこで，本稿では，近年，農業分野に本格的に進出
してきた新たなタイプの特例子会社について，その特
徴と課題を明らかにし，すでに農業分野に本格的に進
出している社会福祉法人等と人，農地，資金という生
産要素の面だけでなく，農業技術・経営力の面からも
比較分析を行うことで，そうした特例子会社が，今後
の地域農業の担い手となり得るのか，なり得るとした
場合，克服すべき課題はどこにあるのか明らかにする
ことを，その目的とする．
　このため，本報告では，まず，農業分野へ進出して
いる特例子会社について，色々な作業を行う中で農作
業も行う旧タイプと農業が経営の中心の新タイプに分
けて，旧タイプについては既存の文献によって特徴を
整理し（第 2 節），新タイプについては概況を整理し
た上で，代表事例の実態調査によってその特徴を整理
する（第 3 節）．さらに，飯田ら（2011）が取り上げ
た農業分野に本格的に進出している社会福祉法人等と
前述のような観点から比較分析を行うことで，農業分
野に本格的に進出している特例子会社の農業の担い手
としての強みと課題を明らかにする（第 4 節）．そし
て，これらを踏まえて，地域農業の担い手としての特
例子会社の将来の可能性と課題について考察する（第
5 節）．

2．特例子会社の全体動向と農業分野に進出 
している旧タイプの特例子会社の特徴

　特例子会社の数は近年着実に増加しており，前述の
ように，2013 年 5 月末までに 378 社が特例子会社の

認定を受けているが，前年同期に比べると 29 社，8.3
％ の増加となっている（註 12）．また，特例子会社に
雇用されている障害者の数も，前述のように近年着実
に増加してきており，厚生労働省の調査によれば
2012 年 6 月時点で 11,892 人，前年同期比で 9.3％ の
増加となっている（註 13）．第 1 表で障害種類別シェ
アの推移をみると，1990 年代までは，作業内容とし
ては製造業が中心で，身体障害者の雇用割合が高かっ
たが，2000 年以降ではサービス業のウェイトが上昇
するとともに，知的障害者の雇用割合が増加している．
障害者の企業就労全体では，身体障害者と比較して知
的障害者，精神障害者の雇用者数が少ない中にあって，
特例子会社は知的障害者の雇用の受け皿としての役割
を果たしつつあることがわかる．ただし，精神障害者
の就労は進展しておらず（厚生労働省によれば，ハ
ローワークを通じた精神障害者の新規求職申込件数は
毎年増加しており，2012 年に 57,353 人で前年比 18％
増），2018 年度からの精神障害者の雇用義務化も踏ま
えれば，障害者雇用の職域開拓を一層進めていく必要
がある状況となっている．
　他方で，近年，経済情勢の悪化や工場の海外進出等
により社会福祉法人等が受注できる企業からの下請け
作業が減少する一方，農業者の高齢化，離農の増加に
より農業の担い手が不足しつつあることを背景に，農
業分野に進出してくる社会福祉法人等が増加している．
農林水産政策研究所が，障害者福祉施設の全国組織で
ある「きょうされん」が 2010 年 11 月に実施したアン
ケート調査結果を入手し，集計・分析を行った結果に
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第 1図　 認定年別にみた農業分野に進出している特例
子会社数

出典：筆者が各社のホームページ等から集計した結果である．

（註 12）　厚生労働省（2013a）を参照．
（註 13）　厚生労働省（2013b）を参照．重度障害者をダブルカウントしていない実人員数である．



よれば，有効回答施設 682 の 41％ で農業活動を行っ
ており，そのうちの過半に当たる 23％ が収益部門と
して農業活動を行っている（第 2 図）．また，農業活
動をこの 10 年以内に始めた組織の割合が高いことか
ら，近年，農業分野に進出している社会福祉法人等が
増加していることが窺える．
　こうした流れの中で，前掲第 1 図のように，近年，
農業分野に進出する特例子会社も増加し，2013 年 5
月末現在 22 社が農業分野に進出している．これらの
うちの 11 社は色々な作業を行う中で農作業も行う旧

タイプの特例子会社であり，残りの 11 社は農業を経
営の中心に据えている新たなタイプの特例子会社（農
業に特化した事業所を会社内に立ち上げている会社を
含む）となっているが，近年，特に，新たなタイプの
特例子会社の増加が著しい．
　また，2005 年までに設立された旧タイプの特例子
会社については，第 2 表のように，既存調査でその特
徴が明らかにされている．これらの会社では，ⅰ）印
刷，クリーニングといった農業と関連性のない業務を
行いながら農業にも取り組んでいる，ⅱ）特例子会社
全体に比べて知的障害者の雇用割合が高い，ⅲ）親会
社の業種は様々であるが農業関連の会社ではない，
ⅳ）親会社からの受注により農業生産を行っており，
販路も親会社に依存している会社が多い，といった特
徴が読み取れる．

3．農業分野に進出している新たなタイプの 
特例子会社の概要と特徴

1） 農業分野に進出している新たなタイプの特例子
会社の概況

　前述のように，農業を経営の中心に据えている新た
なタイプの特例子会社は 2013 年 5 月末現在 11 社ある
が，その経営内容をみると，野菜・果樹・花卉の露
地・施設栽培を中心としているところが 5 社，野菜の
水耕栽培を中心としているところが 4 社，畜産が 1 社，
農作業請負が 1 社となっており，園芸を中心とした会
社が多く，露地野菜作で規模拡大を目指している会社
はあるものの，広い農地を必要とする水田作や畑作を
行う会社は，まだ存在していない．また，2006 年の
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第 2図　 障害者福祉施設における農業活動実施組織の
割合の変化

資料： きょうされん「障害者施設における農業活動に関する
アンケート集計結果」（平成 22 年）

註： 数値は，農業を取り入れている施設の割合を，開始年次
の古い順から累計したものである．

第 1表　特例子会社における障害種類別にみた障害者の雇用状況

特例子会社数
障害者
雇用数

（実数）

障害種類別・雇用者（％）

計
作業内容（複数回答）

計
身体

知的 精神
製造業 サービ

ス業 その他 小計 視覚 聴覚 肢体 内部

計 86 49 61 38 2,822 100.0 55.1 2.0 12.9 31.7 8.2 40.1 4.8

認
定
年

1989 年以前 9 9 6 3 471 100.0 89.4 1.9 11.0 52.7 23.8 10.2 0.4
1990～1999 28 22 18 16 846 100.0 56.4 2.1 16.4 32.9 5.0 43.3 0.4
2000～2004 27 12 22 10 1,005 100.0 46.1 1.7 11.6 25.8 6.2 44.7 9.2
2005～2010 22 6 15 9 500 100.0 38.8 2.6 11.2 21.8 3.2 53.6 7.6

出典： 「障害者雇用事例リファレンスサービス」（高齢・障害者雇用支援機構，http://www.ref.jeed.or.jp/）に掲載された
特例子会社 86 社（2002～2010 年調査）のデータに基づき作成．

註：1） それぞれデータは調査時（2002～2010 年）のものを集計．作業内容のうち「その他」は農・林・漁業，建設業，
情報通信業，運輸・物流業，金融・保健業，飲食・宿泊業，医療・福祉業，電気・ガス・水道・熱供給業の合計．

　　2）身体障害の小計には内訳分類不明を含む．



開設が一番古く，歴史の浅い会社が多い．また，地域
別では，関西 4 社，中・四国 2 社，九州・沖縄 2 社と，
西日本に立地する会社が多くなっている．
2）調査対象事例の概要

　本稿では，新たなタイプの特例子会社の中から，で
きるだけ多様な営農形態の会社を調査するべく，営農
形態を考慮して 5 社を選定し，それぞれに対して実態
調査を行った．具体的には，露地野菜と施設園芸の経
営 1 社，水耕栽培の経営 2 社，水耕栽培＋特用林産物
栽培＋農産物加工という多角経営の 1 社，地域の農家
から農繁期等の農作業を請け負う 1 社を選定した．そ
の調査結果の概要は第 3 表のとおりである．
　調査対象は，いずれも親会社が従業員数 3,000 人以
上の大企業で，設立は一番古い会社で 2008 年となっ
ている．さらに，農業に重点を置くだけでなく，独自
の農産物販売活動を行っている会社が多く，前節で既
述したように，2005 年以前に設立された旧タイプの

会社では，色々な作業を行う中で農業活動を行い，親
会社からの受注に依存した販売対応が主流であったの
とは対照的である．
3） 新タイプの特例子会社が農業分野に進出してきた
経緯および障害者が行っている農業活動の概要

　新タイプの特例子会社の各事例における農業分野へ
の進出経緯と営農形態の特徴，障害者が行っている主
な作業は以下のとおりである．
①タマアグリ

　親会社のタマホームでは，障害者雇用を社内で進め
てきたが，それに限界が出てきたことから，CSR（註
14）活動の一環として，雇用分野を広げるために農業
を行う特例子会社「タマアグリ」を設立した．筑後市
の農業地帯にあった本社跡地を利用することとし，農
地法改正を受けて近くに圃場を借りられることになっ
たこと，また，設備投資への資金も不足していたこと
から，水耕栽培ではなく露地野菜中心の経営を行うこ
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第 2表　既存の調査で把握されていた農業分野に進出した特例子会社の特徴

区分
特例

子会社
認定年

障害者
雇用数

雇用者割合（％） 特定子会社の内容

調査元 調査方法
等 調査年障害種類別 親会社

業種
作業内容

（★：農業，▲：緑化）

親会社・グル
ープ会社から
の受注割合身体 知的 精神

特例子会
社全体の
状況

─
4,300 100.0 59.2 37.6 3.2 サービス

業 61 社，
製造業 42 社

─ 90％ 以 上 が
108 社（81％）

①（社）全国
重度障害者
雇用事業所
協会

アンケート
（134 社）

2008

2,357 100.0 66.4 33.1 0.5 2003

農業分野
に進出し
た特例子
会社

2005 17 100.0 58.8 41.2 0.0 流通（小売） 印刷，★椎茸栽培 大半（官公庁
需要あり）

個別
ヒヤリング

2008

1995 99 100.0 48.5 47.5 4.0 電力
★花卉栽培，▲花壇保守，
グラフィック・印刷・製
本，メール，貸農園等

80％ 2008

2001 11 100.0 0.0 100.0 0.0 外食
クリーニング，リサイク
ル，洗剤充填，★花卉栽
培，等

大半（花卉等
一部は市販）

②高齢障害
者雇用機構

個別
ヒヤリング

2006

2003 33 100.0 0.0 51.5 48.5 電力
印刷，商事（ノベルティ
包装等），★園芸，メー
ルサービス等

大半 2004

1999 126 100.0 37.3 62.7 0.0 テーマパーク
クリーニング，情報処理，
マッサージ，理容，★▲
花卉栽培

大半 2004

1998 ※13 100.0 0.0 100.0 0.0 製造（電機）
★花卉・苗栽培，観葉植
物レンタル，▲花壇管理，
有機肥料・堆肥等

（市販中心） 2004

出典： それぞれ①は高齢・障害者雇用支援機構（2009）『特例子会社の設立，運営等に関する調査研究』，②は「障害者雇
用事例リファレンスサービス」（高齢・障害者雇用支援機構，http://www.ref.jeed.or.jp/）に基づき，会社 HP 等に
よる追加情報を加えて作成．

註：雇用者数の※は農業専門事業所の雇用数（当該子会社全体の数値ではない）．

（註 14）　Corporate social responsibility の略称で，「企業の社会的責任」の意味．経済産業省（2004 年）「「企業の社会
的責任（CSR）に関する懇談会」中間報告書」では，「最も基礎的な取組である法令遵守はもとより，環境保全，消
費者保護，公正な労働基準，人権，人材育成，安全衛生，地域社会貢献など幅広い要素から構成」されるとしている．



ととした．
　「タマアグリ」では，現在，正社員 3 人のほか障害
者 11 人が農業に従事している．正社員 3 人が出荷・
運搬作業に追われることが多いので，圃場でのレタス，
アスパラガス，ネギ，じゃがいもの栽培・収穫作業は
障害者による部分が大きいとしている．トラクター，
マルチャー，農薬噴霧器，草刈り機等も所有して，週
に 1～2 回来る農業指導員（コンサルタント料を支払
う）等から指導を受けている．作業については，地域
の障害者支援組織からのアドバイスを受けながら，鍬
作業に向いている，向いていないなど，それぞれの障
害者の特徴を活かして作業分担をしてもらっている．
②ハートランド

　親会社のコクヨは，すでに自社が外注していた印刷
業務を行う特例子会社 1 社をグループ内に持っており

法定雇用率 1.8％ も満たしていたが，障害者の職域を
拡大するための CSR 活動としての位置付けで水耕栽
培を行う特例子会社「ハートランド」を設立している．
2000 年に障害者福祉分野から水耕栽培で農業分野へ
進出したいくつかの先行事例があったことに注目し

（註 15），水耕栽培を行うことを決定した（先行事例
の企業等からは技術的な支援も受けている）．
　「ハートランド」はサラダホウレンソウの生産に特
化しており，8 人の障害者は播種から収穫・調製，袋
詰めまで多様な作業を行っているが，こうした手作業
工程だけでなく，ホウレンソウ根切り調製機，自動包
装機等，多数の機械を導入しているので機械作業もあ
る．このため，機械作業にも対応可能な比較的能力の
高い障害者を少人数採用し，多様であるが，いずれも
繰り返しが多い根気のいる作業を，それぞれの適性に
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第 3表　特例子会社の農業活動等の取り組み状況

露地野菜＋施設園芸 水耕栽培 水耕栽培＋特用林産物
＋露地野菜 農作業請負

①タマアグリ ②ハートランド ③クボタサンベジ
ファーム

④センコースクール
ファーム鳥取 ⑤ひなり浜松事業所

所在地 福岡県筑後市 大阪府泉南市 大阪府河南町 鳥取県湯梨浜町 静岡県浜松市
子会社認定　年月 2009 年 6 月 2008 年 3 月 2011 年 2 月 2011 年 1 月 2010 年 5 月

経過 法定雇用率達成およ
び社会貢献が目的

グループ内で 2 番目
の特例子会社（農業
専門）

グループ内で 2 番目
の特例子会社（農業
専門）

地域貢献，親会社事業
の鳥取県進出

農業専門の事業所とし
て設立

親会社（事業内容） タマホーム
（住宅建設・販売）

コクヨ
（文房具製造）

クボタ
（農業機械製造）

センコー
（物流）

伊藤忠テクノソリュー
ションズ（コンピュー
ターネットワークシス
テム販売・保守）

従業員数 3,024 4,991 9,647 8,308 7,180

障害者雇用率 1.8％ 未満 2.0％ 以上 2.0％ 以上 1.8％ 以上 1.8％ 以上

事業
規模
等

資本金（万円）
〈全額　親会社〉 4,000 100 1,000 1,000 3,000

（他事業所分を含む）
障害者雇用数 16（うち農業 11） 8 12 26 14

その他の従業員数 6 5 4 14（うち高齢者 11） 5
パート等（外数） ─ 2 7（地元から雇用） ─ ─

農地規模（a） 356 42 35 × ×

事業
内容

農産物生産
野菜（ハウス，露地）

（レタス，アスパラ
ガス等）

水耕栽培（サラダ
ホウレンソウ主体）

水耕栽培
（野菜 9 種）

水耕栽培（野菜 4 種），
菌床キノコ（2 種）

×
（農作業の請負のみ）

主な農産物販路
流 通 業 者（ 契 約 販
売），卸売市場，農
協等

スーパー等
（契約販売）

スーパー等
（契約販売等）

地方市場の荷受会社
（契約販売） ×

農作業請負 × × × 実施予定 ○
（7 件の農家・法人）

農業以外 印刷業 × × ×
×

（他事業所でマッサー
ジ，清掃，洗濯等）

収支状況 事業拡大で赤字削減へ 黒字（経常収支） 赤字 事業拡大で赤字削減へ 親会社からの持ち出し
に依存

販売目標額（万円） 2,000
（野菜） ─ 当面 3,000，

将来的には 5,000 6,000 障害者給与に見合う
作業量確保

出典：2011～2012 年に実施した現地調査結果および既存調査報告書等により作成．



応じて分担している．また，2008 年より，近年の福
祉施設の施設外就労の場としても活用されている．
③クボタサンベジファーム

　親会社のクボタは，従来から法定雇用率をクリアし
ていたが，軽度の身体障害者の雇用のみであったので，
会社の CSR 活動の一環として，重度の障害者，知的
障害者を雇用することを目的として印刷，清掃，郵便
物仕分け等を行う特例子会社を設立した．続いて，耕
作放棄地の活用と障害者雇用の拡大（知的障害者に加
えて精神障害者も雇用）を目指して野菜の水耕栽培を
行う特例子会社「クボタサンベジファーム」を設立し
た．
　「クボタサンベジファーム」では，コマツナ，ミズ
ナ，チンゲンサイ等，9 種の野菜を生産しており，12
人の障害者は，野菜の播種・育苗，定植，収穫，調
製・袋詰めの一連の作業を実施しているが，いずれも
根気のいる手作業が中心となっている．袋詰めだけは
人手が足りないので，パート 7 人にローテーションを
組んでサポートに入ってもらっている．農場長が農業
試験場での研修を受けることで栽培技術を習得してお
り，障害者には，そうした研修ではなく，作業をやり
ながら技術を覚えてもらっているため，経験の違いで
習熟度には差がある．
④センコースクールファーム鳥取

　親会社のセンコーでは，障害者の法定雇用率をクリ
アしていたが，CSR 活動として障害者や高齢者を雇
用する新たな事業を行うことを決定した．社長が農業
経験もあったことから，第 1 次産業へ進出する方向で
検討が進められ，まだ本業で未進出であった鳥取県で
の事業拡大も視野に入れて，廃校を利用した特例子会
社「センコースクールファーム鳥取」が設立された．
　「センコースクールファーム鳥取」では，重労働で
はない軽作業で，マニュアル化された生産で，かつ各
自のペースで作業が行えるという条件を満たす水耕栽
培（チンゲンサイ，コマツナ等，4 種類の野菜）を経
営の中心に据え，同様の理由からキノコの施設菌床栽
培も併せて実施している．26 人の障害者の作業分担
は，水耕栽培 9 人，キノコの菌床栽培が 3 人，梱包 5～
6 人，配達 2 人等となっている．また，同社ではサ
ポート役の高齢者も 11 人雇用して，障害者とペアに
なってもらっている点が大きな特徴となっている．

⑤ひなり
　親会社の伊藤忠テクノソリューションズでは，CSR
活動の一環として障害者の雇用を拡大することとし，
各オフィスに設置されているマッサージルームでの
サービス提供，クリーニング業務等を行う特例子会社

「ひなり」を設立し，同時に同社の浜松事業所も立ち
上げ，障害者を現地採用して，農業に付帯する軽作業
を複数の農家から請け負う業務を行っている．直接農
業を行うのではなく，農家と協働することを目的に

「請負」という業務形態を採用している．
　「ひなり（浜松事業所）」では，農家 5 戸 2 農園から
作業を請け負っている（第 3 図）．水耕栽培で姫ちん
げんさい等を栽培している「京丸園」での収穫・定植
作業，アスパラガスのハウス栽培を行っている「上村
農園」における収穫・出荷調製作業，果樹農家におけ
るブルーベリーとみかんの収穫作業，キャベツ，ブ
ロッコリー，カリフラワー等の露地野菜の定植，収穫
作業，茶の栽培農家における茶樹の蔓取り作業，茶工
場の清掃作業等を請け負っている．雇用されている障
害者は全員で 14 人であり，障害者 3～4 人に管理者 
1 人の体制を基本に，農家や農園に出向いて作業を行
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（註 15）　大阪障害者雇用支援ネットワーク（2008）によれば，富山県立山町で障害者の保護者達が障害者雇用を確保
するため，有限会社 A 社が立ち上げられ，無農薬栽培システムの水耕栽培でサラダホウレンソウを生産している

（2000 年 7 月出荷開始）．これに続き，鳥取県鳥取市で社会福祉法人 B，埼玉県熊谷市で株式会社 C 等が，相次いで
障害者福祉分野から水耕栽培に参入している．

第 3図　ひなり浜松事業所を中心とした地域の連携
出典：ヒアリング結果を基に，筆者らが作成．



い，農業技術については，管理者と障害者が一緒に作
業を行う中で，連携している農家や農園から習得して
いる．
4） 農業分野に進出している新タイプの特例子会社
の特徴

　（1）農業分野への進出経緯
　今回調査した 5 社の新タイプの特例子会社では，障
害者の雇用数の拡大，障害者の職域の拡大等を目的と
して特例子会社で農業を行うことを決定し，そのこと
を親会社の CSR 活動や社会貢献の一環として位置付
けている（後掲第 6 表参照）．また，旧タイプの特例
子会社が，印刷，クリーニングといった農業と関連性
のない業務を行いながら農業にも取り組んでいたのに
対して，これら新タイプの特例子会社では，いずれも
雇用する障害者全員に農業およびその関連作業を行っ
てもらうことを前提に，設備や機械の投資が行われ，
会社の立ち上げと同時に本格的に農業を開始している．
　（2）雇用されている障害者とその他職員
　雇用されている障害者の数については，8 人から 26
人と幅がある（第 4 表）．障害の種類別では，4 社で
知的障害者の割合が一番高く（④のみ身体障害者が一
番多い），①，③，⑤の 3 社は精神障害者の割合もそ
れぞれ 31％，42％，29％ と高くなっている（残りの
2 社も 10％ を超えている）．また，②では雇用されて
いる精神障害者は 1 人（8 人中）のみであるが，障害
者全体のリーダー的な役割を期待されている．今回，
雇用されている障害者の障害の程度を示す等級，度数
についてまでは調査を行っていないため，定量的には
示せないものの，各社に対する調査結果を踏まえると，
少なくとも農業分野に進出した特例子会社では，自力
で通勤し，最低賃金に見合った作業を行える比較的障
害の軽い人が高い割合で雇用されている状況にある．

　一方，雇用した障害者を管理する職員については，
いずれの会社も 4～6 人の規模であり，障害者の雇用
者数に比べてかなり少ない．③は障害者枠の雇用者
12 人を管理する職員が社長のほか 3 人いるが，いず
れも障害者の管理の経験がある身体障害者が担当して
いる点が，④は障害者をサポートする高齢者を 11 人
雇用している点が，それぞれ特徴的である．
　（3）生産した農産物の販売先
　生産した農産物の販路については，独自に開拓して
いる事例が多い（第 5 表）．①は当初 JA への出荷が
大半を占めていたが，その後，近隣の食品流通・加工
会社との契約栽培が 5 割を占めるようになっている．
②，③も食品スーパーへの直接販売が中心であり，④
も卸売市場の荷受け組合との契約販売が中心である

（⑤は，自ら農産物を生産していない）．また，販路と
して，親会社グループの食堂や PR 商品，ノベルティ
グッズに活用している事例が多く，①，②，③のほか，
⑤も自ら農産物を生産していないが，作業受託農家の
農産物を親会社グループ内のノベルティグッズ等で活
用している．また，収支改善のために，各社とも今後
販売の拡大が計画されているが，その中で，地域の社
会福祉法人や農家と連携して共同出荷に取り組んだり

（②），取り組む予定の事例（④）もみられる．
　（4）親会社，行政からの支援
　初期の投資資金や運転資金については，親会社の拠
出や融資で賄っている会社がほとんどであり，前述の
ように，雇用した障害者の管理を行う職員等の給与に
ついても一部もしくは全額親会社が負担しているとこ
ろが多い（第 6 表）．他方で，親会社には法定雇用率
を満たせない場合の障害者雇用納付金の削減（法定雇
用率を上回っている場合には調整金を受給），会社の
CSR 活動の一環として位置付けることで社会的評
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第4表　調査対象特例子会社における障害種類別にみた障害者雇用数，その他従業員数（単位：人，％）

障害者雇用数 その他従業員数障害種類別雇用者数（割合）

身体障害 知的障害 精神障害

① タマアグリ 16 （100.0） 3 （18.8） 8 （50.0） 5 （31.3） 6
② ハートランド 8 （100.0） 0 （ 0.0） 7 （87.5） 1 （12.5） 5
③  クボタサンベジ

ファーム 12 （100.0） 0 （ 0.0） 7 （58.3） 5 （41.7） 4（うち身体障害 3）

④  センコースクール
ファーム鳥取 26 （100.0） 16 （61.5） 7 （26.9） 3 （11.5） 14（うち高齢者 11）

⑤ ひなり浜松事業所 14 （100.0） 0 （ 0.0） 10 （71.4） 4 （28.6） 5

出典：2011～2012 年に実施した現地調査結果より作成．



価・信用力の向上等のメリットがあり，両者が依存し
合う関係にある会社がほとんどである．
　また，社会福祉法人等とは異なり社会福祉関係の資
金面での支援を受けられないものの，雇用促進関係の
補助金を受け取る事例（③，④），農業生産法人化し
て農業関係の補助金や融資を受ける事例（②）もみら
れる．また，障害者の扱いで，ジョブコーチ（註 16）
の支援を受けている事例は多く（①，④，⑤），農業
分野以外の業務を行う特例子会社を別途すでに設立し
ている事例（②，③）では，障害者の扱いについて，
そうした既存の特例子会社が蓄積していたノウハウが
活用されている．
　他方，農業の情報や技術面では，普及指導員からの
支援を受けている事例（①）や連携農家から作業を行
う中で取得する事例（⑤）もあるが，①も含めて他の
事例では，コンサル料を支払う形での農業技術者から

の指導や職員による研修の受講のほか，先行会社，水
耕栽培のソフト面もパッケージにした施設販売会社か
らの支援を活用している．
　（5）収益拡大のための取り組み
　農業分野に本格的に進出した特例子会社では，まだ，
収支を黒字化できていない会社が多い．このため，収
益拡大のための様々な取り組みが行われている．
　具体的には第 5 表にあるような，生産した農産物の
販売拡大のほか，①では，農閑期を活用した他部門

（名刺等の印刷）の導入・拡大，周囲の農家の農産物
の買入・販売，農産加工・直売が計画されている．②
では，福祉施設からの野菜の買入・販売，③では，低
農薬栽培による差別化と作業実習を通じた社会福祉法
人との連携にすでに着手している．また，④では，地
域の農家にタケノコの収穫を委託し，それを加工する
事業を行っているほか，野菜の生産を委託し，それを
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第 5表　調査対象特例子会社における農産物の販売先

事業開始当初の販売先 現在の販売先 今後の販売拡大の取り組み

① タマアグリ 農協を通じた出荷が大半
流通業者（契約販売）5 割，卸
売市場 2 割，直売所・学校給食
2 割，農協 1 割．

廃棄部分の加工とそのネット
販売，親会社の PR 商品とし
ての販売．

② ハートランド
営業畑出身の社長が量販店
対応の経験を活かせて販売
先を開拓

スーパーチェーンの店舗向け 5
割．その他は百貨店，生協，親
会社社員食堂向け（以上契約販
売），農協経由の市場出荷．

スーパーチェーンとの更なる
取引拡大（自社だけでは不足
する出荷量は社会福祉法人と
の連携で対応）．

③  ク ボ タ サ ン ベ ジ
ファーム （2011 年から販売開始）

スーパーチェーンの店舗向け中
心．焼き肉チェーン，親会社社
員食堂（契約販売等）．

宅配便による取り寄せ販売を
計画．親会社の買取増加も期
待．

④  センコースクール
ファーム鳥取 水耕設備販売会社への委託

地方市場の荷受会社が中心．一
部地元ホテルにも出荷（契約販
売）．

荷受会社の取引拡大要望を受
けた社会福祉法人等との野菜
生産委託契約．

⑤ ひなり浜松事業所 ─
販売なし（ただし，作業の請負
先の農家の農産物をグループ内
のノベルティグッズ等で使用）．

将来も販売予定なし（ただし，
作業請負先の農家の販路拡大
には取り組む）．

出典：2011～2012 年に実施した現地調査結果より作成．

第 6表　親会社からの支援，親会社のメリット

① タマアグリ ② ハートランド ③  クボタサンベジ
ファーム

④  センコースクール
ファーム鳥取

⑤  ひなり 
浜松事業所

親会社
からの
支援等

社内融資（運転資金等） ○ ○ ○ ○ ○

商品等買い上げ
○

催事配布物
（米，野菜等）

○
一部が親会社食堂へ

○
親会社・社員食堂

（売上の 10％ 未満）
× ─

（販売なし）

出向者等の人件費補助 × ○（一部） ○（一部） ○（一部） ○（全額）

親会社のメリット
納付金削減，外
部委託費削減，
CSR

CSR CSR CSR 法定雇用率達成，
社会貢献，CSR

出典：2011～2012 年に実施した現地調査結果および既存調査報告書等により作成．



加工することも計画しており（第 4 図），⑤では，複
数の農家との連携による周年での業務の確保，作業を
受託している農家の販売支援等が計画されている．

4．農業分野に進出した特例子会社の農業の 
担い手としての強みと課題

　以下では，今回調査した農業が経営の中心の新たな
タイプの特例子会社と，飯田ら（2011）が明らかにし
た農業分野に本格的に進出している社会福祉法人等と
について，まず，マンパワー，農地，資本という生産
要素面で比較する．その上で，農業の担い手に求めら
れる農業技術・経営力について，ⅰ）農業生産技術の
取得，ⅱ）生産要素に応じた適正な経営規模，ⅲ）経
営展開の多様性，ⅳ）生産した農産物の販路の確保・
拡大といった点で比較することで，農業分野に本格進
出した特例子会社の農業の担い手としての強みと課題
を整理する（第 7 表）．
1）マンパワー，農地，資金面での比較

　（1）マンパワー
　障害者対応が専門の社会福祉法人等では，障害者の

特性とそれに適した作業の在り方等のノウハウを蓄積
しており，こうした面での問題がもともと少ない．他
方で，生産性，収益性を上げるといった経営感覚や労
働者の雇用に関するノウハウの蓄積は企業に比べると
弱い．
　これに対して，特例子会社の場合には，親会社から
役員，従業員が派遣されてくることも多く，これら管
理職員の派遣当初や人事異動時に，障害者への理解，
対応の面で困難を抱えるケースがみられる．ただし，
事例②，③のように，新たなタイプの特例子会社が 2
社目の特例子会社で，すでに本社による特例子会社の
運営経験が長いケースでは，障害者就労に関するノウ
ハウの蓄積がある．また，農作業に適していそうな障
害者を雇用する経験を積み上げることを通じて，どの
ような障害者が雇用形態での農業従事に適しているか
という点については，他の設立間もない会社でもノウ
ハウが蓄積されつつあった．
　そして，社会福祉法人等では，職員の給与は社会福
祉関係の助成金で賄われるため，障害者に対して比較
的手厚い職員の配置が可能である．このため，農業に
本格的に取り組んでいる法人では，障害者とともに多
くの施設職員も農作業に従事することで，障害の比較
的重い人も農作業に従事できている．反面，障害の重
い人が行う作業は，草刈り，収穫物や農業生産資材の
運搬等の補助作業が多くなり，職員の負担が重くなる
傾向がみられた．
　これに対して，特例子会社では，職員の給与は会社
の収益もしくは親会社の負担で賄う必要があるので，
障害者に対して社会福祉法人等のような手厚い職員の
配置はできない．さらに，障害者の雇用に当たっても
最低賃金の支払いが義務付けられているため，雇用す
る障害者はどうしても作業能率の高い障害の軽い人が
中心とならざるを得ないという面がある（註 17）．こ
れらの結果として，特例子会社では障害者が機械作業
も含めて多くの作業を行い，これを職員がサポートし
ている事例が多い．
　また，飯田ら（2011）が分析を行った社会福祉法人
等では，知的障害者，精神障害者それぞれの専門の施
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第 4図　 センコースクールファーム鳥取における農業
者，加工業者，福祉施設と連携した事業多角
化戦略の概念図

出典：ヒアリング結果を基に，筆者らが作成．

（註 16）　ジョブコーチとは，障害者，事業主および当該障害者の家族に対して，障害者の職場適応に関する支援を実
施する者のことであり，ジョブコーチによる援助を行う事業主等に対しては，その費用の一部に対して厚生労働省よ
り助成金が支払われる．

（註 17）　特例子会社では，最低賃金が支払われているため，障害者にとっては生活のクオリティを上げることが可能
であるが，社会福祉法人等では，最低賃金を大幅に下回る低い工賃（障害者の労働に対する報酬）しか支払えない例
が散見される（厚生労働省によれば，就労継続支援 B 型事業所（2011 年度末時点）で，平成 18 年度から継続して工
賃倍増計画の対象となっている施設の 2011 年度の平均工賃（賃金）は 14,947 円/月となっている）．
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第 7表　農業を本格的に行う社会福祉法人等と特例子会社の比較表
社会福祉法人等 特例子会社

マ
ン
パ
ワ
ー

障害者就労に対
するノウハウの
蓄積

① 障害者の特性とそれに適した作業のあり方（作業
を細分化し，個々の障害者の特性に応じて配置等）の
ノウハウを蓄積．
② 経営感覚や労働者の雇用に関するノウハウの蓄積
は企業に比べると弱い．

① 管理職員の派遣当初や人事異動時に，障害者への理
解，対応の面で困難を抱える可能性．ただし，本社によ
る特例子会社の運営経験が長い企業は，障害者雇用のノ
ウハウを蓄積．
② 雇用形態での農業従事に適している障害者に関する
ノウハウは比較的短期間で蓄積．

障害特性を踏ま
えた作業分担と
管理職員の配置

① 手厚い職員の配置を実現し，障害者とともに施設
職員も農作業に従事することで，障害の重い人も農作
業が可能．ただし，障害の重い人が行う作業は，補助
作業が多くなり職員の負担が重くなる傾向．
② 知的障害者，精神障害者それぞれの専門の施設が，
障害の軽重や特性に応じた作業分担を実施．

① 手厚い職員の配置は困難であり，最低賃金の支払い
義務もあるので，雇用する障害者は，生産性の高い障害
の軽い人が中心．結果として多様な作業を障害者が実施
し，職員はそれをサポート．
② 全ての調査企業で，知的障害者と精神障害者の双方
を雇用し，それぞれの障害特性を踏まえて役割分担．

農
地 農地の借り受け

① 以前より，同法の例外措置で社会福祉法人等は農
地の借り受けが可能．
② 徐々に立地する地域内のリタイア農家から農地を
預かり，しっかり管理することで信頼を得て，農地の
集積が拡大する傾向．

① 農地法の改正により，特例子会社についても農地を
借り入れることができるようになったので，以降は農地
の借り受けが可能．
② 大企業の特例子会社の場合，地域外からの参入とな
ることが多いので，地域で信用を得るまでは農地の利用
集積が難しい．

資
金

初期投資・運転
資金

① 農業関連事業を開始するための大きな投資を行う
場合には，農業系の補助金，寄付金への依存度が高い．
② 障害者をケアするための施設整備には社会福祉関
係の補助金が出るほか，ケアに必要な人員の配置は社
会福祉関係の助成金が出る．

① 参入時の施設整備のための投資資金，初期の不安定
な時期における運転資金の確保で親会社から支援を受け
られる．
② 親会社から，将来の独立採算を求められている会社
もあれば，CSR 活動の一環なので，収益を出すことを
強く求められていない会社もある．

農
業
技
術
・
経
営
力

農業技術の取得

① 農業の技術や情報面での蓄積が事業開始当初は不
足．
② 徐々に農作業を拡大させる中で，近隣の農家等か
ら無償で継続的な指導．農業経験のある職員がいる施
設では，そうした職員が指導．

① 農業の技術や情報面での蓄積が事業開始当初は不足
（社会福祉法人等と同様）．
② 地域で独立性の高い経営をしている企業では，指導
料を払っての技術者からの指導，職員研修等による対応
を行っており，それがコストアップ要因となっている例
もあるが，農作業受託を行う企業では，委託農家から技
術を取得．

障害者の従事人
数に見合った事
業規模

① 預かる農地，頼まれる作業の増加に合わせて農業
分野に従事可能な障害者を配置していくので，障害者
の人数に合った事業規模を実現．
② 障害者の定員や能力，農業機械等の投資資金の制
約から，大きな面積，作業の引き受け依頼への対応は
困難．

① 障害者の雇用人数を所与のものとして事業が開始さ
れるため，初期段階で障害者の人数と能力に見合った生
産体制を確立し，十分な収益をあげることが難しい．
② 資金面での支援を親会社から受けられるほか，農作
業に適性のある障害者をまとめて雇用できることから，
設立当初から大規模な事業展開が可能．

経営展開の多様
性

① 露地野菜作，水田作が多く，それらでの規模拡大
を進めつつ加工部門等の導入・強化により多角化して
いく事例が多い．
② 社会福祉法人の農地取得が従来から認められてき
たことや，長く立地する地域内の農家から信頼を得て，
大規模に農地を集積し，露地野菜作，水田作等を行っ
ている事例もある．

① 水耕栽培をはじめとした施設型農業が圧倒的に多く，
歴史がまだ浅いこともあり，加工部門の導入等は進展し
ていない（障害者の能力を踏まえれば潜在的な可能性は
高い）．
② 農地法の改正を受けて，土地利用型の露地野菜作に
取り組む会社が出てきており，今後も増加する可能性．

生産した農産物
の販路の確保や
拡大

① 多くの施設が生産された農産物の販路の確保で苦
労．
② 職員に販売経験やノウハウがないため未だに課題
となっている施設も多い．ただし，直売所を自ら経営
したり，連携関係にある福祉施設への販売等で販路を
確保している事例もある．

① 販路の確保で苦労した経験を持つ企業が多く，これ
は，水耕栽培を行っている企業でより顕著．
② ただし，生産した農産物の販路確保の面で，親会社
の営業ノウハウ，人的なコネクション等を活用できるこ
とが強みとなっており，比較的早い段階でこの問題を克
服している事例が多い．



設が，障害種別に障害の軽重や特性に応じた作業分担
を実施しており，両障害者が役割分担している事例は
みられなかった．
　これに対して，今回調査した新たなタイプの特例子
会社では，障害の軽重での役割分担について言及して
いる会社は 1 社もなかったが，全ての会社で知的障害
者と精神障害者の双方を雇用し，それぞれの障害特性
を踏まえて役割分担を行っていた．
　（2）農　地
　民間企業である特例子会社については，2009 年の
農地法の改正により，ようやく解除条件付き賃借権と
して農地を借り入れることができるようになった．こ
のため，新たなタイプの特例子会社でも，まだ施設型
の経営が多いのが現状であるが，今後は土地利用型の
取り組みが増加する可能性が出てきたといえる．
　他方で，社会福祉法人等の農地取得については，
2009 年の農地法の改正以前より，同法の例外措置で
社会福祉法人等は農地の借り受けが可能であった．た
だし，以前，誤った運用が行われていた地域もあった
ことが把握されており，同法の改正は，社会福祉法人
等による農地集積にもよい影響を与えていると考えら
れる．
　また，社会福祉法人等では，徐々に立地する地域内
のリタイア農家から農地を預かり，しっかり管理する
ことで信頼を得て，預かる農地を増加させていた．
　これに対して，大企業の特例子会社の場合，地域外
からの参入となることが多いので，地域で信用を得る
までは農地の利用集積が難しいことが考えられる．
　（3）資　本
　前述のように，農業参入時の施設整備のための投資
資金，初期の不安定な時期における運転資金の確保で
親会社から支援を受けられる点は，大きな強みとなり
得る．さらに，2013 年より農業関係の補助金を活用
できる道も開けている（註 18）．他方で，親会社から，
いずれは独立採算での運営を行うよう求められる会社
もあれば，CSR 活動の一環なので，収益を出すこと
を強く求められていない会社もあり，中長期的には各
会社で状況が異なる．
　これに対して，社会福祉法人等では，単年度会計の
ため，投資のための資金の積み立てが行いづらく，農
業関連事業を開始するための大きな投資を行う場合に
は，農業関係の補助金，寄付金への依存度が高くなら
ざるを得ない．他方で，障害者をケアするための施設

整備には社会福祉関係の補助金が出るほか，ケアに必
要な人員の配置には社会福祉関係の助成金が出る．
　（4）小　括
　特例子会社は，社会福祉法人等に比べると，障害者
への理解，対応の面でハンディがあるが，特例子会社
の方が，健常者である職員数は少ないものの，障害者
が行える農作業の幅が広く，知的障害者と精神障害者
双方を雇用して役割分担をさせることに対して，より
積極的であった．また，農地の借り受けでは，社会福
祉法人等に比べて，特例子会社も制度的にはハンディ
がなくなり，今後は，土地利用型の経営展開も道が開
けたといえる．ただし，今後，特例子会社が農地の利
用集積を行っていくためには，地域のコミュニティと
の関係が深い社会福祉法人等以上に，地域の農家から
の信頼を得るための関係構築が重要になってくると考
えられる．さらに，資金面では，施設運営に関しては，
社会福祉法人等が受けられる支援の方が手厚いが，農
業関連の事業実施に限れば，初期投資と不安定な時期
の運転資金の面で親会社から支援を得られる特例子会
社の方が，事業選択の多様性が開けている．
　以上から，事例同士の比較にとどまるものの，マン
パワー，農地，資金という生産要素の面では，農業の
担い手として，特例子会社が社会福祉法人等に劣るも
のではなく，むしろ将来的には色々な経営部門に取り
組める可能性があることが示唆される．
2）農業技術・経営力の面での比較

　（1）農業技術の取得
　農業への取り組み度合いにかかわらず，社会福祉法
人等，特例子会社ともに，農業の技術や情報面での蓄
積が農業への参入当初は不足しており，支援を必要と
していた．
　ただし，社会福祉法人等では，徐々に農作業を拡大
させる中で，近隣の農家等から無償で継続的な指導を
受けている事例が多く，農業経験のある職員がいるこ
とが農業分野への進出のきっかけとなった施設では，
そうした職員が指導する事例もみられる．
　これに対して，新たなタイプの特例子会社のうち，
地域において独立性の高い事業展開をしているところ
では，事業の初期段階での農業技術の取得において，
コンサル料を支払っての技術者からの指導，職員の研
修，水耕栽培の販売会社等からの支援で対応しており，
こうした対応がコストアップの要因となっているケー
スもみられた．こうしたコストアップの要因は，技術
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（註 18）　農林水産省において 2013 年度に，NPO 法人，社会福祉法人だけでなく，特例子会社も実施主体となり得る
「都市農村共生・対流総合対策交付金」，「「農」のある暮らしづくり交付金」が創設されている．



習得後には解消されるものと考えられる．また，農作
業受託を主な事業としている事例では，農作業の受託
先の農家から，農業に関する技術指導を受けていた．
したがって，これまで地域において独立性の高い事業
を行っている会社でも，今後，地域の農業者との関係
を構築しながら農業分野の事業を拡大していく場合に
は，こうした周囲の農家からの技術面での支援を得ら
れる可能性がある．
　（2）障害者の従事人数に見合った事業規模
　飯田ら（2011）によれば，社会福祉法人等では，地
域の工場等からの請負作業が減る中で，農業者高齢化，
離農者の増加等を背景に，施設外就労等により農業を
開始し，徐々に，他の作業から農業関連作業へシフト
させることで障害者の人数や能力に合う形で作業を拡
大させ，農業に本格的に取り組むようになった事例が
多くみられた．
　反面，社会福祉法人等では，障害者の定員や能力，
農業機械の購入資金等の制約から，大きな面積，作業
の引き受け依頼への対応が困難な面があり，こうした
ケースに対応するため，コーディネーターが介在する
ことで複数の事業所で受託する事例もみられる（註
19）．
　これに対して，本稿で分析対象とした農業が経営の
中心となっている新しいタイプの特例子会社では，法
定雇用率や建設した設備の規模との兼ね合いもあり，
そうしたステップは踏まずに，設立時に，雇用する障
害者の人数を決めて，当初より本格的に農業を開始し
ている（第 5 図）．
　このため，新しいタイプの特例子会社では，設立当
初は農業に不慣れなこともあって，その人数と能力に
見合った生産体制をすぐには実現できず（特に，①の
ような一定規模以上の農地を必要とする土地利用型の
露地野菜作では，障害者の人数に見合った経営規模の
実現に時間がかかる），収益面で苦労しているケース
も少なくない．
　他方で，前述のように，そうした初期の不安定な時
期に，大企業である親会社から投資資金や運転資金の
支援を受けられるほか，農作業に適性のある障害者を
まとめて雇用できるため，事業開始当初から，多額の
投資を必要とする施設や農業機械の導入を必要とする
障害者の人数に見合った大規模な事業展開が可能とい

う強みもある．
　（3）経営展開の多様性
　社会福祉法人等では，初期投資をあまり必要としな
い土地利用型の露地野菜作，水田作が多く，そうした
露地野菜作，水田作での規模拡大を進めつつ加工部門
等を導入・強化して多角化を積極的に進めている事例
が多い．
　これに対して，特例子会社では，多額の初期投資を
必要とする施設型経営が圧倒的に多く，設立間もない
会社が多いこともあって，加工部門の導入等の多角化
は進展していない．
　このように，特例子会社で土地利用型が少なく，施
設型の経営が多い理由としては，雇用している障害者
に周年で最低賃金を保証しなくてはならないこと，施
設整備を行える資本を親会社が持っていることも要因
として挙げられるが，農地法上の扱いの違いも要因の
1 つとして考えられる．
　前述のように，社会福祉法人の農地取得については，
従来から農地法の例外措置として認められてきている
ため，地域内の農家から信頼を得て，大規模に農地を
集積し，露地野菜作，水田作等を行っている事例もあ
る．
　これに対して，特例子会社については，2009 年に，
ようやく農地を借り入れることができるようになった．
このため，新たなタイプの特例子会社でも，まだ施設
型の経営が多く，ようやく近年，今回調査対象とした
①以外にも，農地を借地して規模拡大を進めようとし
ている特例子会社が出てきている（註 20）．
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（註 19）　香川県では，作業を委託したい農家と作業を受託したい社会福祉法人等の間に県が入り，1 つの施設では受け
きれない委託作業量の場合には，複数の施設を斡旋している．

（註 20）　大阪府富田林市の特例子会社 1 社と新潟県長岡市の特例子会社 1 社が，それぞれ 2012 年度，2013 年度から，
近隣の休耕地化していた農地を借地し露地野菜作を開始している．

第 5図　 社会福祉法人等と特例子会社とにおける農業
参入ルートの違い（概念図）

出典：筆者が作成．
註： 本報告の 2．では③を，3．では④を取り上げ，4．では，

②と④の比較を行った．



　（4）生産した農産物の販路の確保や拡大
　自ら農産物を生産している社会福祉法人等では，生
産活動が本格化するにつれて，職員に販売経験やノウ
ハウがないため，生産量に見合った販路の確保で苦労
している事例が多かった．
　これに対して，設立当初から農産物の生産量が多い
新たなタイプの特例子会社でも販路の確保では苦労し
ており，この点は，1 年に十数作以上の生産が可能な
水耕栽培でより顕著な課題となっている．
　しかしながら，販路の確保や拡大については，親会
社グループの営業ノウハウ，人的なコネクション等を
活用できる特例子会社の方が，そうした蓄積の少ない
社会福祉法人等に比べると，より積極的な展開をみせ
ている事例が多く，実際に販路を確保し，3．3）で紹
介しているように，それをさらに拡大させようとして
いる事例が多い．
　（5）小　括
　農業分野に本格的に進出した特例子会社では，まだ
収支を黒字化できていない会社が多いため，その持続
性や地域農業の担い手としての可能性には懸念があっ
た．しかしながら，以上でみてきたように，農業技術
の蓄積不足や障害者の人数や能力に見合った生産体制
の実現といった点は，経験の蓄積で克服できる可能性
が高く，いずれ農業分野に本格進出している社会福祉
法人等に遜色ないレベルに達することが期待される．
さらに，生産した農産物の販路の確保・拡大について
は積極的な取り組みが行われており，この点はすでに
農業分野に本格進出している社会福祉法人等による取
り組みより進んでいる．このほか 3．4）（5）で紹介
されたような収益拡大のための取り組みが行われたり，
行われようとしていることを踏まえれば，組織の持続
性の面では，今後かなりの改善が見込まれ，農業技
術・経営力の面でも，農業分野に本格進出した社会福
祉法人同様，今後，地域農業の担い手の一翼を担うこ
とが期待できる存在になりつつあることが明らかに
なった．
　1 点，未知数なのが，農業分野に本格的に進出して
くる特例子会社が，水田作地帯でリタイアする高齢農
家から借地として出される水田の引き受け手となり得
るかという点である．社会福祉法人等では，立地する
地域への社会貢献の一環として，採算が合わないケー

スでもリタイア農家からの水田を引き受けている事例
を数多く把握している．しかし，親会社の CSR 活動
の一環であるとはいえ，企業である特例子会社が，そ
うしたケースでの水田の引き受けまで行うかは，現時
点では不明である．この点については，前述のように
2009 年の農地法改正を受ける形で，土地利用型の経
営を志向する特例子会社が出てきているので，今後は，
そうした会社の動向について注視していく必要がある．

5．お　わ　り　に

　特例子会社の農業分野への進出は，農業分野への企
業参入の一形態として捉えることが可能である．しか
し，分析を行った 5 社のいずれもが障害者の働ける職
域を広げ，障害者雇用を拡大させようとする CSR 活
動の一環として農業を開始しており，一般企業の農業
参入とは一線を画するものであった．今後，企業の
CSR 活動への認識が高まっていけば，農業分野での
障害者就労により地域貢献をしていこうとする企業も
増加するものと考えられる．
　そして，今回調査した農業に本格参入してきた新タ
イプの特例子会社の参入経緯をみると，障害者福祉施
設による水耕栽培の先行事例を踏まえてコクヨが特例
子会社（②）を設立して水耕栽培で農業分野に参入し
一定の成功を収めたのをきっかけに，水耕栽培で参入
する特例子会社が相次ぎ（③，④のほか，⑤も水耕栽
培を行っている農業生産法人からの作業請負が契機），
その後，農地法改正を受けてのまとまった農地の確保

（①），廃校利用（④）等により，農業分野への参入の
仕方に多様性が出てきていることが明らかになった．
　特例子会社の農業分野への進出は，まだ歴史も浅い
が，今後，水耕栽培だけでなく，多様な営農形態ごと
に，赤字から脱却する成功事例が出てくれば，社会福
祉法人等と同様に，それらをモデルにして，農業分野
に進出してくる特例子会社の増加はさらに加速する可
能性が高いと思われる（第 2 図で明らかなように，す
でに増加傾向にある）．
　さらに，法定雇用率についても，2013 年度より 1.8
％ から 2.0％ に引き上げられ，今後，法定雇用率の算
定に精神障害者もカウントすることで 2018 年度より
法定雇用率が引き上げられることが見込まれている

（註 21）．この面からも，法定雇用率の引き上げを受
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（註 21）　法定雇用率の算式は，（身体障害者または知的障害者である常用労働者数＋同失業者数）÷（常用労働者数＋
失業者数）であり，現在の法定雇用率 2.0％ には，身体障害者と知的障害者のみが算定根拠として使われており，精
神障害者は除外されている（ただし，企業による雇用率の算定では算入できる）．2013 年 6 月の障害者雇用促進法の
改正を受け，2018 年度より精神障害者の雇用が義務化されるため，法定雇用率も同年度より引き上げられる見込み．



けて，農業分野での障害者就労に対する企業の関心が
高まってくるものと考えられる．
　このような状況の中で，4．で分析したように，農
業分野に本格進出している特例子会社も，農業技術の
取得や障害者の人数に見合った事業規模の実現といっ
た課題を経験の蓄積等により克服できれば，マンパ
ワー，農地，資金という生産要素の面では社会福祉法
人等以上に多様な展開が可能であり，初期の投資資金
や運転資金の確保，農産物の販路の確保・拡大といっ
た経営力の面でも，親会社の支援やノウハウを活かせ
るという社会福祉法人等にはない強みがあり，十分に
地域農業の担い手と成り得る存在であることが明らか
になった．
　また，調査対象とした会社では，現在，親会社との
関係は密接であるものの，地域では比較的独立性が高
い事業展開を行っているところが多い．しかし，収益
拡大のための取り組みをみると，既存の農村コミュニ
ティを形成している農家，社会福祉法人等，農業関連
会社との連携を強化しようとしている会社も多い．そ
の背景には，企業側が，農業分野での障害者就労を
CSR 活動の一環として位置付けていることも影響し
ていると考えられる．今後，こうした地域との有機的
な結びつきが広がり，人的な交流，地域農産物の販売，
雇用の増加等に結びついていけば，地域への経済波及
効果も生まれ，新たな地域コミュニティも形成される
と考えられる．
　特例子会社の農業分野への本格的な進出が，障害者
の働ける職域を広げ障害者就労を拡大させるだけでな
く，地域農業の多様な担い手の一翼を担い，地域経済
や農村コミュニティの維持・再生にも貢献する可能性
があることも踏まえれば，農業分野への進出時におけ
る農業に関する知識や技術の取得，農業に知見のある
専門スタッフの確保，農家や社会福祉法人等との連携
のコーディネイトといった点で，社会福祉法人等と同

様に特例子会社についても積極的に支援を行っていく
必要がある．
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要旨：農業の担い手が不足し，耕作放棄地が増加しつつある中で，農業分野に進出する特例子会社が増
えており，今後も増加する可能性が高い．そして，農業に本格参入してきた新たなタイプの特定子会社
は，経験の蓄積等により現在抱えている課題を克服できれば，すでに地域農業の担い手が出現している
社会福祉法人等に比べて，多様な経営展開を可能にするマンパワーや経営力での強みもあり，今後，地
域農業の多様な担い手の一翼を担い得る存在であることを明らかにした．さらに，既存の農村コミュニ
ティを形成している農家や社会福祉法人等と有機的に結びつくことで，地域経済や農村コミュニティの
維持・再生にも貢献する可能性があることを示した．

キーワード：特例子会社，社会福祉法人等，障害者就農，地域農業の担い手


